
【諮問第１７４号】

「船舶交通の安全・安心をめざした取組みについて」
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はじめに

海上交通ルールと航路標識の概要

資料１－１



海上交通ルールの概要

国際的な海上交通の一般的ルール

（「1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約」に基づく）

港内の特別ルール
船舶交通がふくそうする海域（東京湾・
伊勢湾・瀬戸内海）に適用される特別
ルール

海上衝突予防法 （昭和52年）

海上交通安全法（昭和47年） 港則法（昭和23年）

・船舶相互の避航関係（追越し、行会い、横切り）
・船舶が表示すべき灯火、形象物
・汽笛等の信号

等を規定

・航路航行義務、航路入出航船の避航義務等特

別の交通ルール

・航路を航行する巨大船等に対する航行管制

・工事、作業等に対する規制

等を規定

入出港船の多い500港を港則法の適用港とし、
・防波堤付近の航法等の交通ルール
・港内の交通管制
・工事、作業、漁ろう等についての規制

等を規定

適用港のうち、特に船舶交通のふくそうする85港を
特定港に指定して、上記に加え、

・入出港届
・びょう地の指定
・危険物荷役の規制

等を規定



航路標識の概要

・航路標識の設置及び管理は、原則海上保安庁
・海上保安庁以外の者は、海上保安庁長官の許可を受けて設置及び管理
・海上保安庁長官は、航路標識の設置、変更等を告示
・類似灯火又は音響の使用禁止、視認を妨げる植物植栽制限

等を規定

航路標識法（昭和24年）

航路標識を整備し、運営するための国内ルール

観音埼船舶通航信号所



航路標識の推移と現況

航 路 標 識

電波標識 57

灯台 3,229

ロランＣ局 2

ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙGPS局
（DGPS局） 27

潮流信号所 7

船舶通航信号所 35

光波標識 5,228

無線方位信号所

ﾚｰﾀﾞｰﾋﾞｰｺﾝ局 28

その他 42

※ 基数は、平成２５年４月１日現在

灯標 524

照射灯 145

導灯・指向灯 67

灯浮標 1,202

立標 39

浮標 22

夜標 5,167

昼標 61
海上保安庁所管の航路標識 総計 5,327基
海上保安庁所管外の航路標識 総計 941基

航路標識基数の推移（30年間）
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交通ビジョンと現在の船舶交通安全政策

資料１－２



１ 海難分析・対策立案機能の強化

２ ＡＩＳの整備等を踏まえた航行安全対策・効率性の向上

３ 地域特性に応じたきめ細かな海難防止活動の推進

４ 特性を活かした安全情報の提供

５ ＩＴ等の最新技術を活用した安全対策の推進
４ 航行援助システムのＩＴ化

第２次交通ビジョン（新交通ビジョン）の重点施策
（計画期間:平成20～25年度）

第１次交通ビジョンの重点施策
（計画期間:平成15～19年度）

交通ビジョンについて

５ クリーンエネルギーを利用した航路標識の整備

１ 主要船舶交通ルートにおける新たな船舶交通体系の構築

２ 地域・生活に密着した安全対策の推進

３ 地球環境に配慮した事業の推進

≪第１次交通ビジョンの目標≫

１ ふくそう海域における衝突、乗揚げ海難の減少

２ 台風・異常気象下の港内における海難ゼロ

３ プレジャーボート海難等に係る死者・行方不明者の減少

≪第２次交通ビジョンの目標≫

６ 航路標識の整備、管理のあり方

２ 海上交通情報機構の拡充

３ 航路標識の機能維持及び高機能化・高規格化

１ ＡＩＳを活用した次世代型航行支援システムの構築と船舶交通体系の構築

交通ビジョンとは

船舶交通安全政策について、海上交通安全行政が果たすべき役割と方向性及び手法について提示したもの。



現在の船舶交通安全政策

・海難分析等の機能の強化
・関係機関の連携による海上安全行政の総合的展開

海難分析・対策立案機能の強化

・ 現場第一線の充実強化
・ マリンレジャー活動に対する安全対策
・ 漁船の安全対策

地域特性に応じたきめ細かな海難防止活動の推進

・ 緊急度に応じた情報の提供
・ 情報提供の多言語化

特性を活かした安全情報の提供

・ ＡＩＳを活用した多種多様な情報提供
・ ＡＩＳの普及促進等

ＩＴ等の最新技術を活用した安全対策の推進

・ 航路標識の高機能化・信頼性の向上
・ 航路標識の重要度を踏まえた保守の実施
・ 新たな航路標識制度の構築による適正な配置・管理の促進
・ 役割の低下した航行援助システムの廃止

航路標識の整備、管理のあり方

安全対策実施状況

背

景

海難の現状・原因

環境変化

・現交通ビジョン（第１次）
・政策レビュー
・事後評価
・ＡＩＳ
・ＭＩＣＳ

・ふくそう海域
・港内
・マリンレジャー
・漁船

・航行環境（大型化、外国船）
・技術の進展（ＡＩＳの展開）
・航路標識整備（公共事業削減、定員削減、

民間委託、新設抑制）

基
本
理
念

○安全の確保

○効率性の向上

○総合力の発揮

○制度・仕組みの見直し、

業務の継続的改善・重点化

○ソフト面の施策の充実・新技術の導入

平
成
２
０
年
か
ら
概
ね
５
年
間
の
課
題
及
び
重
点
施
策

・ ふくそう海域における安全性の向上
・ 港内船舶交通の効率化、安全対策の強化
・ 航路管制官・港内管制官の能力・資質の向上

ＡＩＳの整備等を踏まえた航行安全対策・効率性の向上

・ 戦略的技術開発 ・ 国際協力の推進
・ 規制の不断の見直し等 ・ 海上保安業務力の向上

施策展開にあたっての重要事項



現在の船舶交通安全政策（法律改正の概要）

●気象、海象等の情報提供

一般的な情報の提供

海上交通センター

●危険の防止のための
情報提供及び聴取義務

●航法の遵守と
危険の防止のための
勧告及び報告

危険防止のための航行援助

●航行予定時刻の
調整等

●通報対象船舶の拡大

航路における
船舶交通の整理

●港内の船舶交通の整理の際の基準に、
船舶の総トン数に加え長さも追加

●異常な気象・海象時における
港内からの退去命令等の制度化

●危険防止のための交通制限手続きの
迅速化

その他の施策

●東京湾、伊勢湾、
瀬戸内海に
浦賀水道航路等
11航路を設定

●関門航路

航路の設定
（一定の船舶が航行すべき通路）

●航路航行義務、
速力制限
（最高12ノット）等

●追越しの禁止
●航路出入口付近
海域等の経路指定

●航路外での待機指示

全航路に共通した航法

●右側航行、
一方通行等

●最低速力の確保
（来島海峡航路）

各航路における航法

赤文字：改正追加事項

追越し
禁止

待機

経路の
指定

航路外
航行の
おそれ

流木あり
危険

流木

航 路

【改正の概要】 ●我が国の海域特性や交通ルールに不案内な外国船の増加、ＡＩＳ導入で海上交通センターにおける
船名把握が自動化されたこと等を踏まえ、危険防止のための航行援助を充実

●ふくそう海域における海難発生状況を踏まえ、海域特性に応じた新たな航法を設定

平成21年7月1日改正
平成22年7月1日施行

港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律



現在の船舶交通安全政策（目標と達成状況）

ふくそう海域の衝突・乗揚海難隻数
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ふくそう海域における衝突・乗揚海難
のうち、基本的な航法を遵守すること
ができないこと等を主因とした海難を
半減

目標の対象である「基本的な航法を遵
守することができないこと等を主因とす
る海難」については、平成24年に7隻発
生し、平成13～18年の年間平均17.8隻
と比較すると、約61％減少していること
から、目標を達成している

避難勧告、避難指示制度の整った重
要港湾において、台風・異常気象下の
港内における大型船舶の海難をゼロ

避難勧告等の制度を導入した平成22年
7月以降、台風・異常気象下の港則法適
用海域における港長の勧告等に従わな
い1,000トン以上の大型船舶による海難
は発生しておらず、目標を達成している

プレジャーボート海難に係る負傷者数
を減少傾向とすることを前提に、プレ
ジャーボート海難、プレジャーボートか
らの海中転落に係る死者・行方不明者
数を20％程度減

平成20～24年のプレジャーボート海難
に係る負傷者数は概ね減少傾向、プレ
ジャーボート海難、プレジャーボートか
らの海中転落に係る死者・行方不明者
数は、平成24年に22人発生し、平成15
～19年の年間平均（45.8人）と比較す
ると約52％減少していることから、目標
を達成している
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プレジャーボート海難等に係る負傷者及び死者・行方不明者数の推移

対象海域：

対象船舶：

海上交通センターの情報提供可能海域
（名古屋港海上交通センターの全海域及
び備讃瀬戸海上交通センターの水島港の
港域を除く）
総トン数100トン以上の船舶（衝突海難に
あっては100トン以上同士に限る）



ふくそう海域における衝突・乗揚海難が大幅に減少し
ており、その水準の維持

●ふくそう海域の安全対策

台風・異常気象下の港内における大型船舶による海
難ゼロの維持

●港内の安全対策

プレジャーボート海難、漁船海難は依然として高い水
準

●小型船の安全対策

ＥＮＳＳ及びＡＩＳ仮想航路標識の実用化による更な
る船舶交通の安全性の向上、ＡＩＳの普及促進

●最新技術の活用

主な課題 今後の対応方針

◆海上交通センターによる的確な情報提供、監視の
強化、管制官の知識・技能習得など不断の運用を
行っていく

◆港外避難した船舶の海難防止を含め、勧告制度等
事故防止対策を的確に実施していく

◆小型船の安全対策等、関係省庁と連携した施策に
ついて、具体的な連携方策まで踏み込んだ施策を
提案していく

◆緊急情報配信サービスについて、利用者の要望を
踏まえたシステム改善を図り、利便性に配慮した
情報提供を行っていく

◆早期実用化に向けた関係機関との連携・調整を
行っていく

現在の船舶交通安全政策（政策レビュー結果における今後の課題）



船舶交通安全政策を取り巻く状況

資料１－３
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海難の現状②
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東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門港（海上交通安全法適
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海域別による衝突・乗揚海難隻数（平成20～24年）
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海難の現状③
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船舶事故による死者・行方不明者数の現況
全般的に船舶事故による死者・行方不明者数は減少傾向
死者・行方不明者の約8割は、小型船舶で発生

死者・行方不明者を伴う船舶事故隻数の現況

死者・行方不明者を伴う船舶事故隻数の割合（平成15～24年の合計）

全般的に死者・行方不明者を伴う船舶事故隻数は減少傾向
船舶事故の約9割が小型船舶（漁船・プレジャーボート・遊漁船）
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通航船舶と海難発生状況（AIS搭載船舶）

全海域

ふくそう海域

通航割合

海難発生割合

海難発生割合

通航割合

日本船舶と外国船舶の
海難発生確率は

同程度
≒

外国船舶の海難発生確率 は

日本船舶の 約3倍

外国船舶
63%

日本船舶
37%

AIS搭載船舶の通航隻数 約5,000隻
(1日あたり)

日本船舶
34%

外国船舶
66%

AIS搭載船舶の海難隻数 1,559隻
（平成20～24年の合計）

外国船舶
39% 日本船舶

61%

日本船舶
34%

外国船舶
66%

AIS搭載船舶の海難隻数 844隻
（平成20～24年の合計）

AIS搭載船舶の通航隻数 約1,200隻
（1日あたり）

≠

海難発生確率の比較

海難発生確率の比較

※

※海難発生割合を通航割合
（外国船：日本船=39：61）
で補正したもので集計した倍率

( )66×
61/39

34
≒ 3



海難が社会経済に与える影響

・衝突・乗揚げ海難

・総トン数100ｔ以上

・沿岸20海里以内

・船体損傷に係る損失

・積み荷損傷に係る損失

・乗組員等に係る損失

・事故船処理に係る損失

・海洋汚染・海上災害に係る損失

当事者被害 第三者被害

○ 海難が社会経済に与える被害項目 平成２４年の海難による損害

これらの海難に伴う

損害額 ９８０億円

※ 平成２４年の衝突・乗揚げ海難 ９１８隻 の約３５％

【試算対象】

※

（資料：国土交通省九州地方整備局関門航路事務所）

1隻沈没、死亡3名、行方不明者1名
油13.2klが流出 輸送損失額 約11億円

カンボジア船籍 貨物船（総トン数:1,123ｔ、積荷:スクラップ200ｔ）

推定損害額 約287億円

大型タンカー（26万DWT）と
貨物船（9,000GT）の衝突

（東京湾中ノ瀬北海域）

・中ノ瀬・浦賀水道航路及び横浜・鶴見・川崎航路の航行制限
（航行制限時間6時間）

・オイルフェンス展張、油回収作業等の防除作業の実施

（作業時間81時間）

積荷の原油23,000ｋｌが流出

当該海難が発生した場合の

■ 多重衝突海難（H20.3.5明石海峡）

損害額 約52億円
（資料：国土交通委員会会議録（H21.6.17））

■GUO・TONG号衝突海難（H18.11.17 関門海峡）

船体沈没、約15時間関門航路の航行制限

（資料：平成13年度 東京湾におけるリスク・アセスメントに関する調査研究報告書

「(社)日本海難防止協会」）

油送船オーシャンフェニックス（総トン数:2,948t）、貨物船第五栄
政丸（総トン数:496t）、貨物船ゴールドリーダー（総トン数:1,466t）

明石海峡の衝突海難による損害 関門航路の衝突海難による損害 東京湾で大規模海難が発生した場合の損害

■ 想定海難

航路東側
123隻

航路西側
80隻

11/18 12:00現在

３２０隻

（海上保安庁試算）

・水上輸送活動に係る損失

・水産資源に係る損失

・海洋レジャー産業等に係る損失

・海上工事に係る損失

・沿岸住民に係る損失 （１隻あたりの損害額 ３億円）



環境の変化（船舶の大型化）

１０年間で入港船舶１隻あたりの総トン数は、約１．２～１．５倍に拡大

１隻あたりの取扱貨物トン数も船舶の大型化と同様に、約１．２～１．３倍に拡大

入港船舶の大型化

1.44倍 1.34倍 1.17倍

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成14年 平成23年 平成14年 平成23年 平成14年 平成23年

（1隻あたりのトン数）

（凡例）
１隻あたりの総トン数の大きさ＝入港延べ総トン数／入港隻数
○東京湾　木更津、千葉、東京、川崎、横浜、横須賀の６港
○伊勢湾　三河、衣浦、名古屋、四日市、津松阪の５港
○大阪湾　阪南、堺泉北、大阪、尼崎西宮芦屋、神戸の５港
○出典　港湾統計

伊勢湾東京湾 大阪湾

１隻あたりの取扱貨物トン数の推移

1.30倍

1.31倍
1.24倍

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成14年 平成23年 平成14年 平成23年 平成14年 平成23年

（1隻あたりのトン数）

（凡例）
１隻あたりの取扱貨物トン数の大きさ＝取扱貨物延べトン数／入港隻数
○東京湾　木更津、千葉、東京、川崎、横浜、横須賀の６港
○伊勢湾　三河、衣浦、名古屋、四日市、津松阪の５港
○大阪湾　阪南、堺泉北、大阪、尼崎西宮芦屋、神戸の５港
○出典　港湾統計

伊勢湾東京湾 大阪湾



環境の変化（我が国の貨物輸送における船舶輸送の現況）

国内貨物輸送トン数の推移

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H14D H15D H16D H17D H18D H19D H20D H21D H22D H23D

（百万トン）

海運 自動車 鉄道 航空

国内貨物輸送トンキロの推移
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輸送機関別分担率の推移

41.4%

38.8%

38.5%

37.2%

36.0%

35.0%

33.8%

32.1%

40.5%

41.0%

54.6%

57.0%

57.4%

58.6%

59.8%

60.9%

62.0%

63.8%

54.7%

54.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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H16D

H17D

H18D

H19D

H20D

H21D

H22D

H23D

海運 自動車 鉄道 航空

（国土交通省 「自動車輸送統計」、「鉄道輸送統計」、「内航船舶輸送統計」、「航空輸送統計」より作成）

（国土交通省 「海事レポート」、「航空輸送統計」より作成）

この10年間で、国内外における貨物輸送は全体的
に減少傾向

一方で、貨物輸送において船舶輸送が占める割合
は依然として高い水準にあり、国内輸送では約30
～40％、国際輸送はほぼ100％

ひとたび船舶海難が発生すると、海上交通を遮断
するだけではなく、社会経済活動に大きく影響す
る恐れがある

◆

◆

◆

国際貨物輸送量

543
593 590 575 558 584 596

503 511
410
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環境の変化（ＡＩＳの搭載状況、ＥＣＤＩＳの搭載義務化）

電子海図情報表示装置（ＥＣＤＩＳ）の搭載義務化

ＩＭＯにおいて、電子海図情報表示装置の備え付け義
務化等に関するＳＯＬＡＳ条約附属書等改正案が採択さ
れ、平成24年から順次、一定の条件の船舶に対し搭載が
義務付けられた

ＳＯＬＡＳ条約の改正を受け、我が国でも船舶設備規
程により搭載が義務付けられた

ＥＣＤＩＳ搭載義務化スケジュール

船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の搭載義務化

ＳＯＬＡＳ条約の
改正を受け、我が国
でも船舶設備規程の
改正により平成14年
から段階的に搭載が
進められてきたが、
平成20年７月までに
搭載義務船舶への搭
載が完了した

旅客船 500総トン以上

タンカー 3,000総トン以上

貨物船 10,000総トン以上

貨物船 3,000～10,000総トン

旅客船 500総トン以上

タンカー 3,000総トン以上

貨物船 50,000総トン以上

貨物船 20,000～50,000総トン

貨物船 10,000～20,000総トン

上記以外の全ての船舶

※現存船：各設置義務日以降最初の検査までに搭載

　　　　　設置義務日２年以内の廃船は搭載免除

船舶設備規定による搭載義務なし

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7/1 7/1

現
存
船

7/1 7/17/1 7/1 7/1

新
造
船

平成25年2月12日現在

（520）2,794（28）1,411（233）1,043（28）89（231）251合計

（80）583（28）373（19）115（8）64（25）31その他

（137）141（0）0（0）1（10）10（127）130レジャー船

（64）178（0）9（12）116（1）1（51）52漁船

（78）377（0）3（56）340（6）10（16）24水先・引き船

（161）1,515（0）1,026（146）471（3）4（12）14海上運送船

合計500t以上～
100t以上～

500t未満
20t以上～

100t未満
～20t未満

総トン数

船種

（ ）は簡易型ＡＩＳ（ＣｌａｓｓＢ：21年6月に制度化）を搭載しているものうち数

AISの搭載義務化

搭載義務なし
上記以外の全ての
船舶

500総トン以上
国際航海に従事し
ない船舶

300総トン以上の全
ての船舶

全ての旅客船
国際航海に従事す
る船舶

ＡＩＳの搭載状況 単位：隻数

AIS普及状況

2,082 2,181 2,274

520
360

169

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成23年2月 平成24年2月 平成25年2月

AIS 簡易AIS（隻）

（総務省作成資料より作成）



環境の変化（ＩＣＴの進展）

海上ブロードバンドの動向 スマートフォン・タブレット型端末の普及

（総務省「平成23年通信利用動向調査」から引用）

（総務省作成資料から引用）

平成24年3月、電波法施行規則の改正により、5GHz
帯無線アクセスシステム（無線LAN）の利用範囲が
海上にまで拡大

従来から利用されている衛星通信と5GHz帯無線ア
クセスシステムの海上利用を組み合わせることに
より、我が国周辺海域におけるブロードバンド環
境の更なる発展で、高速度・大容量の情報伝送が
期待される

◆

◆

今後の普及動向の予測から、海上における安価で手
軽な情報処理ツールとしての活用が期待される

◆

国内の主な情報通信機器の世帯保有状況

世界の携帯電話販売台数に占めるスマートフォンの販売台数の推移

（総務省平成24年版情報通信白書から引用）



環境の変化（交通業務関係予算の推移）

5,181 4,943 4,691 4,715 4,668 4,664 4,636 4,373
3,901 3,521
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交通業務関係予算の状況 航路標識整備事業費、業務運営費ともに減少傾向
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【震災の概要】

東日本大震災における船舶・航路標識への被害

平成23年3月11日に東北地方東方にてM9の
地震が発生し、それに伴う津波が日本各地を
襲い、特に北海道、青森、岩手、宮城、福島、
茨城、千葉の沿岸に多大な被害を与えた

船舶においては、津波により多数の漂流船舶
が発生し、港内において座礁するなどの被害
が生じた

航路標識については、１５８基の被害があり、
うち５９基が倒壊・傾斜等、５３基が消灯した

また、東京湾においては、港内から避難した
多くの船舶が湾内に滞留し、避泊船舶が密集
した

津波により保安部建物付近まで漂流する港内
停泊貨物船(釜石）

津波により倒壊した大槌港灯台（釜石海上保
安部所管）

（気象庁「津波警報・注意報の発表状況」より引用）
（国土交通省港湾局作成「港湾における地震・津波に対する取り組み」から引用）


